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第　　　号
　年　　月　　日
　
　　　　　　　　　　様
　
大町町長　　　　　　　　　　印
　

立入調査実施通知書
　

　大町町空家等の適正管理に関する条例（平成24年大町町条例第11号）第７条第１項の規定に基づき、次のとおり空家等の立入調査を実施するので、大町町空家等の適正管理に関する条例施行規則（平成24年大町町規則第7号）第３条第２項の規定により通知します。


１　立入調査の対象となる空家等
　
２　立入調査の日時　　　　年　　月　　日（　）午前・午後　　時から
　
３　立入調査の趣旨及び内容
　

	大町町空家等の適正管理に関する条例（抜粋）
(立入調査)
第7条　町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2　前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。




